
令和７年度〔第３四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
総務部

（注）※１、※２の説明

人事課 給与等システム改修業
務委託

給与等システム改修業
務

令和7年11月26日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 株式会社アイシーエス
代表取締役社長　法貴
敬

8,562,400 当該事業者はシステムの全体の構成やプログラ
ム設計の内容、給与制度そのものについて熟知
しており、また、プログラムのベースとなっている
部分について著作権を有していることから、他に
代替しうる者はいないため。

2 3イ

人事課 給与等システム改修業
務委託

給与等システム改修業
務

令和7年11月26日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 株式会社アイシーエス
代表取締役社長　法貴
敬

9,402,800 当該事業者はシステムの全体の構成やプログラ
ム設計の内容、給与制度そのものについて熟知
しており、また、プログラムのベースとなっている
部分について著作権を有していることから、他に
代替しうる者はいないため。

2 3イ

税政課 税務総合システム改修
業務委託

令和6年度税制改正に
係るシステム改修（外形
標準課税に係る100%子
法人等への対応）

令 和 7 年 10 月 1 日 ～ 令和8年12月31日 株式会社ＮＴＴデータ 80,850,000 本システムは、当該者が著作権を有するパッ
ケージソフトをカスタマイズして開発されたシステ
ムであり、当該者以外がシステム改修等を行うこ
とはできないため。
＊債務負担行為を含む契約

2 3イ

税政課 税務総合システム改修
業務委託

令和7年度税制改正に
係るシステム改修

令 和 7 年 10 月 1 日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 株式会社ＮＴＴデータ 14,454,000 本システムは、当該者が著作権を有するパッ
ケージソフトをカスタマイズして開発されたシステ
ムであり、当該者以外がシステム改修等を行うこ
とはできないため。

2 3イ

税政課 税務総合システム改修
業務委託

eLTAX5期更改に伴うシ
ステム改修

令和7年10月20日 ～ 令和8年10月31日 株式会社ＮＴＴデータ 115,306,400 本システムは、当該者が著作権を有するパッ
ケージソフトをカスタマイズして開発されたシステ
ムであり、当該者以外がシステム改修等を行うこ
とはできないため。
＊債務負担行為を含む契約

2 3イ

びわこボートレー
ス局

GⅢオールレディース競
走イベント等企画運営
業務委託

GⅢオールレディース競
走イベント等企画運営
業務

令 和 7 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 6 月 30 日 株式会社新東通信　新
東大阪

23,625,549 売上向上やファンサービスの向上を目的として
おり、ボートレースファンにとって魅力のあるファ
ンサービスは、これまでから同様の業務実績を
有する者のほうが、多様な企画を提案、実施し、
その運営ノウハウを有していることから、優れた
企画ができると考えられ、競争入札には適しない
ことから、プロポーザル方式により契約の相手方
を選定したため。

2 4

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方
根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

（第1四半期分）（第1四半期分）



契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方
根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

びわこボートレー
ス局

物品購入 競技用救命胴衣 令 和 7 年 11 月 1 日 ～ 令 和 8 年 2 月 27 日 ヤマト発動機株式会社 7,056,720 モーターボート競走競技規程の規程を満たす物
品の取り扱い事業者が他におらず、本業務を代
替することはできないため。

2 3イ

びわこボートレー
ス局

年始開催レースイベント
等企画運営業務委託

年始開催レースイベント
等企画運営業務

令和7年12月10日 ～ 令 和 8 年 2 月 27 日 株式会社新東通信　新
東大阪

19,799,998 売上向上やファンサービスの向上を目的として
おり、ボートレースファンにとって魅力のあるファ
ンサービスは、これまでから同様の業務実績を
有する者のほうが、多様な企画を提案、実施し、
その運営ノウハウを有していることから、優れた
企画ができると考えられ、競争入札には適しない
ことから、プロポーザル方式により契約の相手方
を選定したため。

2 4


